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平成 29年 11 月 30 日

PPrreessss RReelleeaassee

各 位

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社

東京都千代田区有楽町一丁目 12 番 1 号

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 404 号

加入協会 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

「ファンド情報ＡＰＩ」の公開について

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（取締役社長 松田
ま つ だ

通
とおる

）は、平成 29 年 9 月 27 日に公開の「投信情報ＡＰＩ」

に今回新たに「ファンド情報ＡＰＩ」を追加したことをお知らせいたします。「ファンド情報ＡＰＩ」は、弊社の全公

募投資信託の基準価額、純資産などの情報を公開いたします。弊社のファンド情報の活用にお役立ていた

だけますと幸いです。

三菱ＵＦＪ国際投信は、今後ともお客さまの多様なニーズと信頼にお応えしてまいります。引き続きご愛顧を

賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

■ 投信情報 API 画面イメージ 【URL https://www.am.mufg.jp/tool/webapi/】

なお、項目や仕様書などの詳細は投信情報 API ページにてご確認ください。

※本サービスに関するご質問・ご相談がございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

⇒お問い合わせ先 フリーダイヤル 0120-151034

https://www.am.mufg.jp/tool/webapi/
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【投資信託のリスクとお客さまにご負担いただく費用について】

投資信託に係るリスクについて

投資信託は、主に国内外の株式や公社債およびリート等の値動きのある証券を投資対象としているため、当該資産の市場における取引

価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動します。これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属

します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割

り込むことがあります。

投資信託は預貯金と異なります。また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が

異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資にあたっては投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等

をよくご覧ください。

投資信託に係る費用について

ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。

■購入時（ファンドによっては換金時）に直接ご負担いただく費用

購入時（換金時）手数料…上限 3.24％（税込）

※一部のファンドについては、購入時（換金時）手数料額（上限 37,800 円（税込））を定めているものがあります。

■購入時・換金時に直接ご負担いただく費用

信託財産留保額…ファンドにより変動するものがあるため､事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を表示することが

できません｡

■投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用

運用管理費用（信託報酬）…上限 年率 3.348％（税込）

※一部のファンドについては、運用実績に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。

その他の費用・手数料…上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書

補完書面等でご確認ください。

※その他の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計金額等を記載することはできませ

ん。

《ご注意》

上記のリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、三菱ＵＦＪ国際投信が

運用するすべての公募投資信託のうち、ご負担いただくそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。投資信託に係るリス

クや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく投資信託説明書（交付目論見書）、目論

見書補完書面等をご覧ください。

【当資料のご利用にあたっての注意事項等】

■当資料は、プレスリリースとして三菱ＵＦＪ国際投信が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当資料は投資

勧誘を目的とするものではありません。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を

必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

■当資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。

■当資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。

■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。銀行等の登録金融機関で

ご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の補償の対象ではありません。

■投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。

■クローズド期間のある投資信託は、クローズド期間中は換金の請求を受け付けることができませんのでご留意ください。

以上

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

三菱 UFJ 国際投信 経営企画部

電話 （03）5221-5163


